
個別ケース会議の実施に当たっては、次の業務が必要となります。  

○事例対応メンバー、専門家チームへの参加要請  

○事例のアセスメント  

○援助方針の協議  

○支援内容の協議  

○関係機関の役割の明確化  

○主担当者の決定  

○連絡体制の確認  

○会議録、支援計画の作成  

○会議録、支援計画の確認  

参加メンバーによる協議   

2）支援の必要度の判断  

事例分析を行う際には、高齢者の生命や身体に危険性があるかどうか見極めること  

が最も優先されます。虐待の程度を把握し今後の進行を予測するなど、様々な視点か  

らの検討が必要となりますので、個別ケース会議によるチームアセスメントを行い、  

支援の度合いの判断を行うことが必要です。   

高齢者虐待の程度は、大きくは以下の3段階に分けることができますが、事実確認  

時に大きな危険性が認められなくても、その後に問題が深刻化するケースも考えられ  

ることも踏まえ、早期に、かつ適切に判断し対応することが望まれます。  

虐待の程度と支援の例  

虐待の程度   支援内容例   

6  虐待には至っていないが虐待が発生する危  【見守り（観察）・予防的支援】  

険性があり、高齢者や養護者（家族等）の  相談、訪問、見守りを中心とした予防的  

状挽から判断して、このままでは人間関係  

が悪化したり介護不十分な状態になるおそ  

れがあると認められる状況   

Ⅱ  介護ストレスや人間関係の悪化などによ  【相談・調整・社会資源活用支援】  

り、不適切な介護状況であり、虐待が生じ  ストレスの解消や問題解決に向けての相  

ている状況   談及び関係機関との調整  

介護保険サービス等の導入や介護方法等  

についての技術支援で介護負担軽減   

ⅠⅡ  生命の危機・重大な健康被害のおそれがあ  【保護・分離（一時的分離含む）支援】  

り、高齢者に治療・保護が必要な状況   高齢者と虐待者の分離を念頭に置いた支  

援   

「高齢者虐待防止に向けた体制整備のための手引き」（大阪府健康福祉部高齢介護室）より  
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3）積極的な介入の必要性が高い場合の対応   

個別ケース会議において、生命や身体に関わる危険性が高く、放置しておくと重大  

な結果を招くことが予測されると判断された場合には、迅速かつ的確な対応が必要と  

なります。   

こうした場合、虐待を受けている高齢者の生命の安全を確保することが最重要です  

ので、速やかに市町村担当部局や関係機関に連絡するとともに、医療機関や消防、必  

要が認められるときには警察への通報も必要です。  

ア．高齢者の保護（養護者との分離）  

高齢者の生命や身体に関わる危険性が高く、放置しておくと重大な結果を招く  

おそれが予測される場合や、他の方法では虐待の軽減が期待できない場合などに  

は、高齢者を保護するため、養護者等から分離する手段を検討する必要がありま  

す。   

また、これによって、高齢者の安全を危倶することなく養護者に対する調査や  

指導・助言を行うことができたり、一時的に介護負担等から解放されることで養  

護者も落ち着くことができるなど、援助を開始する動機づけにつながる場合もあ  

ります。   

（対応体制）  

事例によっては可能な限り速やかに分離することが必要な場合もあり、そのよう  

な場合には直ちに対応することが必要です。また、休日や夜間に関わりなくできる  

限り速やかに対応することを原則とする必要があります。   

（保護・分離の要否判断）  

高齢者の保護・分離の必要性については、相談、通報等への対応や事実確認調査  

の一連の流れの中で判断する必要があります。また、その判断は担当者個人ではな  

く、市町村としての決定であることが重要です。そのため、個別ケース会議等を通  

じ、関連機関・関係者との連携を含め、できる限り客観的で合理的な判断をしなけ  

ればなりません。   

（保護・分離の手段）  

虐待を受けた高齢者を保護・分離する手段としては、契約による介護保険サービ  

スの利用（短期入所、施設入所等）、やむを得ない事由等による措置（特養、養護、  

短期入所等）、医療機関への一時入院、市町村独自事業による一時保護などの方法  

が考えられます。   

高齢者のJL、身の状況や地域の社会資源の実情に応じて、保護・分離する手段を検  

討することが必要となります。  
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一時保護の要否判断フロー図（例）  

図1分離1集中的援助要召判断の手順   

・①が「桝Jであって、②、乱④のいずれかに該当項目がある場合、緊急分離を検討  

－①が「なし」の壌合、㊨であれば場合、・緊急分離左横討  

・⑤と⑥に該当項自がある境今、．防止の観申から分離を横臥もしく嘩集中的援助を実施  

・②から⑥には該当頚骨がないが、⑦動いずれかとある壊乱－Jスタ捷和のための集中的援助   

場合によっては一時．分離検討 
・⑨にのみ該当項月ガある場合、家族全体へ由継続的・総合的援助が必凄   

接合によっては一時、分離を検討  
（厚生労働省F児童虐待対応の手引き推参考）  

副田あけみ首都大学東京都市教養学部教授が「児童虐待対応の手引き」を参考に作成したもの  
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家族分離の手段の例  

対応手段   備 考   

契約によるサービス利  ・本人の同意や成年後見制度の活用等によって、契約によるサービス   

用   利用を行う。  

・ショートステイを利用して、その間に家族関係の調整を行い、契約  

形態にもっていくなどの工夫が必要。   

緊急一時保護   ・区市町村が特別養護老人ホームのベッド等を確保して実施する緊急   

（緊急ショートステイ  一時保護（緊急ショートステイ）事業を利用し、一定期間被虐待者   

等）   を保護する。  

・自費負担による有料老人ホームのショートステイもある。  

・自立している高齢者の女性が夫から暴力を受けている等の場合は、  

東京都女性相談センターの一時保護や民間シェルターも利用するこ  

とができる。   

やむを得ない事由によ  ・老人福祉法に基づく区市町村の決定事項として、虐待等の痩由によ   

る措置   り契約による介護サービスの利用が著しく困難な65歳以上の高齢  

者について、区市町村が職権を以って介護サービスの利用に結びつ  

けるもの。  

・家族分離の効果があるサービス種類としては、特別養護老人ホーム、  

短期入所生活介護、認知症対応型共同生活介護等がある。   

養護老人ホーム入所   ・65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的な理由により居  

宅での生活が困難な人を入所させる施設。   

軽費老人ホーム入所  ・老人福祉法に規定される老人福祉施設で、低額な料金で、家庭環境、  

住宅事情等の理由により居宅において生活することが困難な者を入  

所させ、日常生活上必要な便宜を供与する施設。   

公営住宅入居   ・公営住宅は原則として、同居親族があることが入居の条件だが、D  

Ⅴ等の虐待被害者や知的障害者、精神障害者、身体障害者など、「特  

に居住の安定を図る必要がある者」には、単身での入居が認められ  

る。  

・高齢者の場合、介護保険サービス等を使用することで在宅生活を送  

ることか可能な場合は、単身でも入居可能。   

保護命令   ・配偶者からの暴力の場合で、「被害者が更なる暴力により、生命又  

は身体に重大な危害を受けるおそれ 

するため、地方裁判所が被害者からの申立により暴力を振るった配  

偶者に対し発する命令。保護命令に違反した場合は、1年以下の懲  

役又は100万円以下の罰金に処せられる（「配偶者からの暴力の防止  

及び被害者の保護に関する法律」第10条、第29条）。   

（参考）：「東京都高齢者虐待対応マニュアル」（東京都）  
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イ．やむを得ない事由による措置  

① やむを得ない事由による措置を行う場合  

保護・分離のひとつとして、老人福祉法に基づく市町村長による「やむを得ない  

事由による措置」があります。   

特に、サービス利用契約を結ぶ能力に欠ける認知症高齢者である場合や、要介護  

認定を待つ時間的猶予がない場合などについて、高齢者を虐待から保護し権利擁護  

を図るためには、適切に「やむを得ない事由による措置」の適用を行う必要があり  

ます。   

高齢者虐待防止法では、通報等の内容や事実確認によって高齢者の生命又は身体  

に重大な危険が生じているおそれがあると認められる場合には、高齢者に対する養  

護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護が図られるよう、適切に老人福  

祉法第10条の4（居宅サービスの措置）、第11条第1項（養護老人ホームへの措  

置、特別養護老人ホームへのやむを得ない事由による措置、養護委託）の措置を講  

じることが規定されています（第9条）。   

「やむを得ない事由による措置」とは、「やむを得ない事由」によって契約によ  

る介護保険サービスを利用することが著しく困難な65歳以上の高齢者に対して、  

宙町村長が職権により介護保険サービスを利用させることができるというもので  

す。利用できるサービスは以下のとおりです。  

やむを得ない事由による措置のサービス種類  
‾‾   ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾、‾‾‾‾…‾‾‾H‾‾‾‾‾∴‾‾‾‾‾‾H－■■－‾‾‾‾‾‾‾∴  －‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾＋‾‾‾‾－＋－‾‾‾－●‾‾ 1  

機能生活介護  

特別養護老人ホーム  

l l  

’1ヽ」′J’J’」民ニロ5こ′L一   

いずれの場合が老人福祉法に規定する「やむを得ない事由」に該当するかについ  

ては、老人福祉法施行令に規定されています。（特別養護老人ホームを除く。）  

① 65歳以上の者であって介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サー   

ビスに係る保険給付を受けることができる者が、やむを得ない事由（※）により   

介護保険の居宅サービスを利用することが著しく困難であると認められる場合   

（※）政令に定める「やむを得ない事由」とは、事業者と「契約」をして介護サ  

ービスを利用することや、その前提となる市町村に対する要介護認定の「申  

請」を期待しがたいことを指します。  

② 65歳以上の者が養護者にょる高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待   

から保護される必要があると認められる場合、又は65歳以上の者の養護者がそ   

の心身の状態に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要と認められる墓   

全（「介護保険法施行令等の一部を改正する政令」（平成18年政令）により老人   

福祉法施行令を改正して規定）  
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高齢者虐待のケースでは、①に該当するケースとして措置が行われることが中心  

であると考えられますが、②の規定を追加したことにより、老人福祉法に基づく措  

置は、要介護者又は要介護認定を受けうる者のみならず、例えば、高齢者虐待によ  

り一時的に心身の状況に悪化を来たしてはいるものの、要介護認定を受けうるかど  

うか判断できない高齢者についても、保護・分離が必要となる場合には適用できる  

ことを明確にしました。   

なお、政令に委任していない準別養護老人ホームへの措置についても同趣旨であ  

ると解されます。   

「やむを得ない事由による措置」に関しては、以下の項目に配慮して適切に運用す  

ることが求められています。  

O「やむを得ない事由による措置」は、高齢者本人の福祉を図るために行われるべ   

きものであり、高齢者本人が同意していれば、家族が反対している場合であって   

も、措置を行うことは可能である。  

○高齢者の年金を家族が本人に渡さないなどにより、高齢者本人が費用負担できな   

い場合でも、「やむを得ない事由による措置」を行うべきときは、まず措置を行う   

ことが必要である。  

○高齢者本人が指定医の受診を拒んでいるため要介護認定ができない場合でも、「や   

むを得ない事由に′よる措置」を行うことは可能である。  

全国介護保険担当課長会議資料（平成15年9月8日開催）より  

② 養護老人ホームへの措置   

なお、老人福祉法上の「やむを得ない事由による措置」ではありませんが、養  

護老人ホームに措置することもあり得ます。  

③ 虐待を受けた高齢者の措置のために必要な居室の確保   

○法的根拠  

高齢者虐待防止法では、市町村は、養護者による虐待を受けた高齢者について、   

老人福祉法の規定による措置を行うために必要な居室を確保するための措置を   

講ずるものとされています（第10条）。  

○居室の確保等   

高齢者虐待防止法第10条に規定する「居室を確保するための措置」としては、   

地域によってベッドの空き状況などが異なることから、各自治体の状況に応じた   

工夫がなされることが期待されます。いずれにしても、介護報酬の取扱いとして、   

介護老人福祉施設が高齢者虐待に係る高齢者を入所させた場合には、定員を超過   

した場合でも減算の対象とならないことを、市町村が事業所に対して周知するこ  
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ともこれに該当します。  

高齢者虐待と定員超過の取扱いについて   

○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運単に関する基準（平成11年厚生省令第   

39号）（抜粋）   

第25条 指定介護老人福祉施設は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させて  

はならない。ただし、災害」塵堕その他のやむを得ない事情がある場合は、こ  

の限りでない。  

※ 「虐待」の文言は、平成18年4月施行に併せ改正することとしているもので  

す。単なる特別養護老人ホームへの入所措置であれば、介護報酬上の減算の対  

象外となるのは、定員の5％増（定員50人の特別養護老人ホームでは2人まで）  

ですが、虐待に関わる場合であれば、措置による入所であるかどうかを問わず、  

かつ、定員を5％超過した場合であっても、介護報酬の減算対象とはなりませ  

ん。  

（彰 措置後の支援   

やむを得ない事由による措置によって高齢者を保護したことで、虐待事例に対す  

る対応が終了するわけではありません。措置入所は、高齢者と養護者の生活を支援  

する過程における手段のひとつと捉え、高齢者や養護者が安心してその人らしく生  

活を送ることができるようになることを最終的な目標とすることが重要です。   

施設に保護された高齢者は、虐待を受けたことに対する恐怖心や不安を抱きなが  

ら慣れない環！尭で生活を送ることになりますので、高齢者に対する精神的な支援は  
非常に重要です。   

また、保護された高齢者が特に介護の必要がなく自立している場合などには、高  

齢者施設の環境になじめないことも予想され、その後の居所をどのように確保する  

かが新たな課題として出てきます。可能な限り高齢者本人の意思を尊重するととも  

に、経済状態や親族等の協力度合いを把握しながら、高齢者が安心して生活を送れ  

る居所を確保するための支援が重要となります。   

この他にも、年金の搾取など経済的虐待が行われていた場合には、口座を変更す  

るなど関係機関との連携が必要になる場合もあります。   

一方で、家庭に残された養護者や家族の中には、高齢者の年金で生活していたた  

め収入がなくなり生活費や医療費に困窮する場合や、精神的な支えを失って日常生  

活に支障をきたす場合があります。   

養護者に対しても、保護した高齢者と同様に精神的な面での支援が必要ですので、  

分離後も継続的に養護者に対する支援を行うことが必要です。また、場合によって  

は生活保護などの措置が必要となる場合も考えられます。  
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⑤ 措置の解消   

老人福祉法の規定による措置によって施設に一時入所した高齢者の措置が解消  

する例としては、以下のような場合が考えられます。  

○家庭へ戻る場合   

関係機関からの支援によって養護者や家族の生活状況が改善し、高齢者が家庭で  

生活が可能と判断される場合。ただし、家庭に戻ってからの一定期間は、関係機関  

等による高齢者や養護者等への手厚いフォローが必要と考えられます。  

○介護サービスの申請や契約が可能になり、契約入所になる場合   

養護者等からの虐待や無視の状況から離脱し、要介護認定の申請や介護サービス  

の利用に関する契約が可能になった場合や、成年後見制度等に基づき、本人を代  

理する補助人等によって要介護認定の申請や介護サービスの利用に関する契約が  

可能になった場合など。  
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（参考1）「やむを得ない事由による措置」活用の検討フロー  

相談・発見・通報  

状況確認（実態調査）  

◆早急に対応を行わなかった場合に、生命、身体、  

精神に重要な侵害が生じる可能性が高いか。  

◆介護サービス等を投入しないと生活が成り立  

たず、本人の権利擁護に重要な問題が生じるか。  

他の援助方法の検討  

自立のため非該当  

職権による要介護申請  他の援助方法の検討  

●
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◆本人が受診を拒んでいる等のために要介護認  

定ができない場合でも二「やむを待ない事由によ  

る措置」を行うことは可能である。  

◆この場合、成年後見制度等を活用して、要介  
護認定の「申請」を行うことができる段階にな  

った時点で、後日申請を行う。  

契約による利用へ  

説得して契約利用へ  

いない  

」「11「1」  

代理人による  

契約利用へ  
成年後見の申立て  やむを得ない事由  

による措置の実施  

◆時間的に切迫していない場合は、成年後見申  

立てを先に行い、その審判後に契約利用の形で  

サービス提供を開始することが望ましい。  

◆緊急ショートステイ等の利用や入院等の他の  

手段によって時間を稼ぎ、その間に成年後見申  

立てや契約代理人の選定を行うなどの方策をと  

り、契約利用に結びつける場合もある。  

成年後見の申立て   

措置解除し、契約   

利用へ移行  

（参考）：「東京都高齢者虐待対応マニュアル」（東京都）  
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（参考2）地域包括支援センターが関与する場合の措置に関する手順  

老人福祉法に基づ 

地域包括支援センターの事務の内容と流れ  センターからのつなぎ  

Ⅰ．高齢者に関する実態把握  

・ネットワークや初期相談を通じたニーズ発見。  

・支援ニーズのある高齢者に関する日常生活や心身の状況、家族の状況を調査。  

Ⅱ．介護・福祉サービスを受ける必要性の有無の判断  

（》必要があると判断される場合 一→Ⅲへ   

（例）；・要介護認定を受けることができる程度  
の心身の状態である。  

・虐待等のため、支援を行わなかった場  
合に高齢者に危害が及ぶおそれがあ  
る。  

・環境上及び経済上の事由があるため。  

②入院治療が必要（最  優先）である。  
介護サービスよりも前に、医療  
機関へつなぐ。  

（∋①、・②のいずれでも  ない場合  必要に応じ、介護サービス以外  
のサービス利用へのつなぎや、  
民生委員等の地域のネットワー  
クを通じた継続的なフォローを  
実施。  Ⅲ，介護保険が利用可能かどうかの判断  

（》介護保険の利用が困難   

（例）・要介護認定を受けることができる程度  
の心身の状態にない。  

・本人の判断能力が不十分  

・判断能力が十分ではなくても、法定代  
理人や、世帯の中に介護保険の利用を  
援助する者がある。  

・要介護認定等の手続きをとる時間的な  
猶予がない。  

（診介護保険を利用可  

能である。  
要介護認定申請又は介護保険  
サービスの利用申請へつなぐ。  

養護老人ホームへの入所措置へ  
つなぐ。  

③養護老人ホームへ   

の入所が適当と判   
断される。  

Ⅳ．対応の緊急性の判断  

①緊急の対応が必要。  ②緊急の対応が必要でない。  

（例）・成年後見制度の手続きを待つ時間的な  
猶予がある状況である。  

・介護保険サービス以外にも、地域支援  
事業その他の市町村事業等の中に適切  
なサービスがある。  

成年後見制度や地域支援事業、  
市町村事業の利用へつなぐ。  

老人福祉法に基づく  

「やむを得ない事由」  

による措置へつなぐ。  

Ⅴ．適切なサービスヘつなぐためのフォロー   

○ 措置入所後も高齢者の状況を把握し、できる限り速やかに、成年後見制   
度の利用やそれを通じた介護保険サービスの利用など、必要なサービス等  
の利用を支援する。  

成年後見制度や介護保険サービ  
スの利用等、必要なサービス利  
用へつなぐ。  

出典：「地域包括支援センター業務マニュアル」より  
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⑥ 面会の制限   

高齢者虐待防止法では、老人福祉法に規定される「やむを得ない事由による措置」  

が採られた場合、市町村長や養介護施設の長は、虐待の防止や高齢者の保護の観点  

から、養護者と高齢者の面会を制限することができるとされています（第13粂）。   

○面会要望に対する基本的な対応  

虐待を行っていた養護者から高齢者への面会申し出があった場合には、担当職員  

は高齢者本人の意思を確認するとともに客観的に面会できる状態にあるかどうか  

を見極め、ケース会議で面会の可否に関する判断を行います。その際には、高齢者  

の安全を最優先することが必要です。   

面会できる状態と判断された場合であっても、施設職員や市町村職員が同席する  

など、状況に応じた対応が基本となります。  

○施設側の対応について   

高齢者虐待防止法では、養介護施設長も面会を制限することができるとあります  

が、その際には事前に市町村と協議を行うことが望ましいと考えられます。   

入所施設に養護者から直接面会の要望があった場合の施設職員の基本的な対応  

としては、養護者に対して、市町村職員に面会の要望について連絡し判断をあおぐ  

旨を伝え、施設単独での判断は避けるようにします。最終的な責任を負う市町村が  

判断し、施設は措置された高齢者の生活を支援するという考え方での役割分担が適  

切と考えられます。  

○契約入所や入院等の場合   

虐待を受けた高齢者が、「やむを得ない事由による措置」ではなく、契約による  

施設入所や入院した場合については、高齢者虐待防止法では面会の制限に関する規  

定は設けられていません。しかし、このような場合でも、養護者と面会することに  

よって高齢者の生命や身体の安全や権利が脅かされると判断される場合には、養護  

者に対して高齢者が面会できる状況にないことを伝え、説得するなどの方法で面会  

を制限することが必要となります。  

○施設入所者に対する家族等の虐待について   

既に老人福祉施設等に入所している高齢者に対して、家族が面会の際に、年金等  

の財産の使い込みや通帳引き渡しの強要、自宅への引き取りの強要、暴言等の虐待  

を繰り返すような場合では、その家族は現に高齢者を養護しているわけではないた  

め、高齢者虐待防止法上の「養護者」に富ま該当しません。しかし、このような場合  
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でも高齢者の権利を擁護する視点から、まず当該施設職員が家族等による虐待を防  

ぐための策を講じることが必要です。それでも事態が改善しない場合には、地域包  

括支援センターにつなぐ等して、地域福祉権利擁護事業や成年後見制度の活用につ  

なげるなどの対応を図る必要があります。  

○施設所在地と養護者の住所地が異なる場合   

高齢者が入所している施設所在地と養護者等の住所地が異なる場合、基本的には  

高齢者の居所のある市町村が対応することとし、関係する市町村へ情報提供を行い  

ながら連携して対応にあたることが必要となります。  
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措置入所者の面会に関する基本的な対応イメージ案  

子、養護者の状況を報告  

■■■●■■－＝＝■■■■－■■  
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ウ．成年後見制度等の活用   

虐待を受けている高齢者の権利を擁護する方法としては、成年後見制度の活用も含  

めた検討を行う必要があります。   

高齢者虐待防止法でも、適切に市町村長による成年後見制度利用開始の審判請求  

（以下「市町村申立」といいます。）を行うことが規定されています（第9条）。   

成年後見制度は、判断能力の不十分な者を保護し支援するために有効ですが、周知  

がされていない、利用につなげるための取組が積極的に行われていない等の理由によ  

り制度の利用は十分とはいえませんでした。こうした点を踏まえ、高齢者虐待防止法  

には、都道府県や市町村が成年後見勧度の周知・普及を図ることも規定されています  

（第28条）。   

法定後見の申立ては、原則本人・配偶者・四親等内の親族等が行いますが、市町村  

申立の場合には、基本的に、二親等内の親族の有無を確認すれば足りる取扱いとして  

います。   

申立を行うことができる親族等がいる場合など、成年後見制度を利用する必要があ  

っても市町村申立の手続きが不要な場合には、地域包括支援センターにおいて、利用 ノ  

につなげる支援を行っています（74ページ参照）。   

また、都道府県社会福祉協議会では、日常生活に不安を感じていたり判断能力が不  

十分な人が地域で自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用支援や日常的な金  

銭管理を行う地域福祉権利擁護事業も実施されています。   

これらの制度の活用も念頭に置いた支援策の検討が必要です。  

市町村長申立てについて   

●●■－●●■●●｝■●一－●－…●‾●■‾●■■■■●一■‾■‘】■‘一一‾■●●●●■■●‘●●●■●●●●●●●－－●●‾………－●－●■●●‾－■－■■－●■■‾●●‾■‾■■‾●‘■‘●■■■●‾●－－●●‾‾M●●■●●‾■■■－■■H■■”■■‾■■■H■■岬‾■■‾‾■■■●■■●●－●●〃●●●●●◆……●■■－●－■●■■■■●■●■■●●■■■H●■“■■H■■■－●－■■一一■－■■●－●■■■■■●●●●■◆－■■一日－■●■●●●－・●－■●・・●・・・●・●－●－・●●・・・…1   

成年後見の申立ては、本人や4親等以内の親族が行うことが原則ですが、市町村長  

は、65歳以上の者につき、その福祉を図るために特に必要があると認めるときは、  

後見開始等の審判を請求することができます（老人福祉法第32条）。   

市町村長による申立てを行うに当たっては、市町村は、基本的には2親等内の親族  

の意思を確認すれば足りる取扱いになっています（ただし、2親等以内の親族がいな  

い場合であっても、3親等又は4親等の親族であって申立てをするものの存在が明ら  

かである場合には、市町村長による申立ては行われないことが基本となります）。   

なお、虐待等の場合で2親等内の親族が申立てに反対する場合も考えられます。そ  

のような場合には、2親等内の親族がいたとしても、本人の保護を図るため、市町村  

長申立てが必要となる場合があります。  

出典：「地域包括支援センター業務マニュアル」  
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